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2 国は、都道府県が前項の規貢引こより負担する費用を支弁したときは、政令の定めると   

ころにより、その四分の三を負担する。   

（他の法律による医療に関する給付との調整）  

第三十条の二 前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障審者が、健康保険法（   

大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）、船員   

保険法（昭和十四年法律第七十三号）、労働者災害都債保険法（昭和二十二牛抵律第五   

卜号）、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準   

用し、又は例による場合を含む。）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百   

五十二号）、老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）又は介護保険法（平成九年法律   

第百二十三号）の規定により医娘に関する給付を受けることができる着であるときは、   

都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。   

（鮫川の徴収）  

第三十…条 都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により   

入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができる   

と認めたときは、その費用の全部又は－・部を徴収することができる。  

第三十二条 削除  

第四節 医療保護入院等   

（医焼保護入院）  

第三十三条 精神病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、   

本人の同意がなくてもその昔を入院させることができる。   

一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必  

要がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われ  

る状態にないと判定されたもの   

二 第三十四条第一項の規定により移送された者  

2 精神病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十条第二項第凶   

号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない掛合又は第三   

十四条第二項の規定により移送された堤合において、前項第一号に規定する音叉は同条   

第二項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなく   

ても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を入院させることができる。  

3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者鱒、第二十   

条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用する場合を除   

き、同条に規定する保護者とみなす。  

4 第一項又は第二項に規定する場合において、精神病院（厚生労働省令で定める基準に   

適合すると都道府県知事が絡めるものに限る。）の管理者は、緊急その他やむを得ない   

理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合   

において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があ   

る着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態に   

ないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくて   

も、十二時間を限り、その昔を入院させることができる。  

5 十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。こ  

の場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四節四項   

に規定する特定医師は、第三十三粂第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定   

医師」と読み替えるものとする。  

6 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採ったときは、遅滞なく、厚生   

労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなけれ   

ばならない。  

7 精神病院の管理者は、第▲一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採ったとき   

は、十日以内に、その昔の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同   

意をした者の同意沓を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知串に届け出なけjlぱな   

らない。  

第三十三条の二 精神病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者（以下「医瞭   

保護入院者」という。）を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で   

定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  

第三十三粂の三 精神病院の管理者は、第三十三粂第一項、第二項又は第四項後段の規定   

による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第   

三十八粂の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項   

を番面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採った円から凶週間を経過   

する日までの間であって、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医嫉及び保護を図   

る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精   

神病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記滅しなければな   

らない。   

（応急入院）  

第三十三粂の四 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定す   

る精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者   

（第三十三条第二頓に規定する場合にあっては、その昔の扶養義務者）の同意を得るこ   

とができない場合において、その者が、次に該当する着であるときは、本人の同意がな   

くても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。   

－・指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の  

医療及び保護を図る上で著しく支障がある看であって当該精神障害のために第二十二  

条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの   

二 第三十四条第三項の規定により移送された者  

2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむ   

を得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依蛸があ   

った者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その昔が、精   

神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保岩壁を図る上で著し   

く支障がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行わ   

れる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても  

、十二時間を限り、その者を入院させることができる。  

3 第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。   

この場合において、同条中鳩定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四  
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項に脱定する特定医師は、第三十三粂の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当   
該特定医師」と読み替えるものとする。  

4 第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採ったときは  

、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、こ   

れを保存しなければならない。  

5 第‾項に規定する精神病院の管理者は、同項文は第二項後段の規定による措置を採つ   

たときは、直ちに、当該措置を採った理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの   

保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  

6 都道府県知射ま、第一項の指定を受けた楠神病院が同項の基準に適合しなくなったと   

認めたときは、その指定を放り消すことができる。  

7 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項   

の指定を受けた精神病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると絡めるとき   

は、都道府県知動こ対し前項の事務を行うことを指示することができる。  

第三十三条の五 第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合に   

ついて、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第一項又は第二項後段の規   

定による措置を採る場合について準用する。   

（医療保護入院等のための移送）  

第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり  

、かつ、直ちに入院させなければその昔の医療及び保護を図る上で著しく支障がある着   

であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状億にない   

と判定されたものにつき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を   

第三十三粂第一項の規定による入院をさせるため第三十三粂の四第一項に規定する精神   

病院に移送することができる。  

2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の規定に   

よる家庭裁判所の選任を草し、かつ、当該選任がされていない場合において、その昔の   

扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三粂第二項の規   

定による入院をさせるため第三十三粂の四第一項に規定する精神病院に移送することが   

できる。  

3 都道府県知事は、急速を要し、保護者（前項に規定する場合にあっては、その者の扶   

養義務者）の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結   

果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその昔の医療及び保護   

を図る上で著しく支怖がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定に   

よる入院が行われる状憶にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第   

三十三粂の岨第一項の規定による入院をさせるため同頓に規定する精神病院に移送する   

ことができる。  

4 第二十九条のこの二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合   

について準用する。  

第三十五条 削除  

第五節 精神病院における処遇等   

（処遇）  

第三十六条 精神病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことので   

きない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。  

2 精神病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信吾の発受の制限、都道府県その他   

の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらか   

じめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことがで   

きない。  

3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審散会の   

意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でな   

ければ行うことができない。  

第三十七粂 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の者の処遇に   

ついて必要な基準を定めることができる。  

2 前項の基準が定められたときは、精神柄院の管理者は、その基準を遵守しなければな   

らない。  

3 厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審放   

会の意見を聴かなければならない。   

（指定医の精神病院の管理者への報告等）  

第三十七条の二 指定医は、その勤務する精神病院に入院中の者の処遇が第三十六粂の規   

定に違反していると思料するとき又は前条第一項の基準に適合していないと認めるとき   

その他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院   

の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神病院に入院中   

の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。   

（相敵、援助等）  

第三十八条 精神病院その他の精神障害の医娘を提供する施設の管三哩者は、当該施設にお   

いて医療を受ける精神障寄者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その   

昔に必要な援助を行い、及びその保健者等との連絡調整を行うように努めなければなら   

ない。   

（定期の報告等）  

第三十八粂の二 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、措取入   

院者の症状その他厚生労働省令で定める事項（以下この項において「報告事項」という  

。）を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府   

県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令   

で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。  

2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神病院の管理者について準用する  

。この場合において、同項中「措世入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替   

えるものとする。  

3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者（第三十八条の七第   

一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた着であって、当該命令を受けた日か   

ら起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚   

生労働省令で定めるものに限る。）に対し、当該精神病院に入院中の任意入院者（厚生   

労働省令で定める基準に芹亥当する肴に限る。）の症状その他厚生労働省令で定める事項  
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について報告を求めることができる。   

（定期の報告等による審査）  

第三十八粂の三 都道婚県知事は、前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三   

十三粂第七項の規定による届出（同条第一項の規定による措置に係るものに限る。）が   

あったときは、当該報薯又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める   

事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどう   

かに閲し審査を求めなければならない。  

2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院   

小の者についてその入院の必要があるかどうかに閲し審査を行い、その結果を都道府県   

知事に通知しなければならない。  

3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たって必要があると艶めるときは、当該審   

査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員（指定医で   

ある者に限る。第三十八条の五第四項において同じ。）に診察させ、又はその者が入院   

している精神病院の管理者その他関係者に対して報告者しくは意見を求め、診療録その   

他の帳仲春類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。  

4 都道府県知事は、第二項の規定により通知された棉神医療審査会の審査の結果に基づ   

き、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神病院の管理者に対しそ   

の者を退院させることを命じなければならない。  

5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けた   

ときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神懐療   

審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を   
求めることができる。  

6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合につ   

いて準用する。   

（退院等の請求）  

第三十八粂の凶 精神病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところ   

により、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神病院の管理者に対   

し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改啓のために必要な措置   

を採ることを命じることを求めることができる。   

（退院等の請求による審査）  

第三十八粂の五 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内   

容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要が   

あるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに閲し審査を求めなければならない。  

2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者に   

ついて、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに閲し審   

査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。  

3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たっては、当該審査に係る前条の規定によ   

る請求をした者及び当召亥審査に係る入院中の者が入院している精神病院の管理者の意見   
を低かなければならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がな   

いと特に認めたときは、この限りでない。  

4 精神医原審査会は、前項に定めるもののほか、第二項の審査をするに当年って必要が   

あると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はそ   

の者が入院している精神病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診据録その他   

の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。  

5 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療♯査会の審査の結果に基づ   

き、その入院が必要でないと謎められた者を退院させ、又は当該精神病院の管理者に対   

しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採   

ることを命じなければならない。  

6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該試料こ係る帖神医療審   

査会の審査の結果及びこれに基づき採った措置を通知しなければならない。   

（報告徴収等）  

第三十八粂の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病   

院の管理者に対し、当該精神病院に入院中の者の症状若しくは処遇に閲し、槻告を求め  

、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該機艮若しくはその   

指定する指定医に、精神病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳特番   

類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当   

該電磁的記録を含む。）を検査させ、若しくは当該精神柄院に入院中の者その他の関係   

者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、当該精神病院に入院   

中の者を診察させることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、   

精神病院に入院中の者又は第三十三粂第一項、第二項若しくは第四項の規定による入院   

について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に閲し、報沓を求め、   

又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。  

3 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問   

又は診察について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第   

三十八粂の六第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職眉及び指定医」と、同条第   

三項中「第一項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。   

（改啓命令等）  

第三十八条の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第三   

十六条の規定に違反していると醒めるとき又は第三十七粂第一項の基司引こ適合していな   

いと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは  

、当該精神病院の管理者に対し、措置を誹ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保す   

るための改善計画の提出を求め、潜しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその   

処遇の改善のために必賛な措置を採ることを命ずることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第二   

項の規定により入院している者又は第三十三条第‥項、第二項若しくは第四境若しくは   

第三十三粂の西第一項若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する   

二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察め結果がその入院を継続する必要がある   

ことに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令   

に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、そ  
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の者を退院させることを命ずることができる。  

3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精   

神病院の管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。  

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神柄院の管理者が第一項又は第二項の規定によ   

る命令に従わないときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の匹   

第一－・項、第三十三粂第・一項、第二項及び第四項並びに第三一十三条の四第一項及び第二項   

の規定による精神障害者の入院に係る医輝の提供の全部又は一部を制限することを命ず   

ることができる。  

5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなけ   

ればならない。   

（無断退去者に対する措置）  

第三十九条 精神病院の管理者は、入院中の着で自身を傷つけ又は他人に醤を及ぼすおそ   

れのあるものが無断で退去しその行方が不明になったときは、所轄の警察署長に次の事 

項を通知してその探索を求めなければならない。   

・退去者の住所、氏名、性別及び生年月日   

二 退去の年月日及び時刻   

三 症状の概要   

四 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項   

五 入院年月日   

六 保護者又はこれに準ずる者の住所及び氏名  

2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当妖精神   

病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神病院   

の管剋者がその者を引き放るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、   

救護施戯等の精神陪審者を保護するのに適当な湯所に、保護することができる。   

（仮退院）  

第闇十条 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による   

診察の結果、措置入院者の症状に照らしその昔を一時退院させて経過を見ることが適当   

であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退   

院させることができる。  

第六節 雑則   

（保護者の引取義務等）  

第四卜一条 保護者は、第二十九条の三者しくは第二十九条の四第一項の規定により退院   

する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、かつ、仮退院した者の保護に当   

た？ては当該輪神病院又は措定病院の管理者の指示に従わなければならない。   

（医療及び保護の費用）  

第四トニ粂 保護者が精神障嘗者の医療及び保雄のために支出する費用は、当該楕神障害   

者又はその扶養義廟者が負担する。   

（刑事事件に関する手続等との関係）  

第四十三粂 この輩の規定は、棉神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若し   

くは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは  

補導処分若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げ   

るものではない。  

2 第二十五条、第二十六条及び第二十七粂の規定を除く外、この章の規定は矯正施設に   

収容中の者には適用しない。   

（心神喪失等の状態で重大な他事行為を行った者に係る手続等との関係）  

第四十四条 この事の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び   

観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又   

は処分をすることを妨げるものではない。  

2 この章第二飾から前節までの規定は、心神喪失等の状態で壷大な他寒行為を行った者   

の医療及び視察等に関する法律第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命   

令者しくは第三十七粂第五項前段若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院して   

いる者又は同法第凶十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により   

指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。  

第大草 保健及び福祉  

第一飾 精神障害者保健福祉手帳   

（精神障著者保健福祉手帳）  

第四十五条 樺神障害者（知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。）は、   

厚生労働省令で定める雷類を添えて、その居住地（居住地を有しないときは、その現在   

地）の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。  

2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状   

態にあると絡めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。  

3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状値にないと   

認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければなら   

ない。  

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、   

二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事   

の評定を受けなければならない。  

5 第三項の規定ーも前項の認定について準用する。  

6 前各項に定めるもののほか、精神障層者保健福祉手帳に閲し必要な事項は、政令で定   

める。   

（精神障害者保健福祉手帳の返還等）  

第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定め   

る精神障審の状憶がなくなったときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に   

返過しなければならない。  

2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神陪審者保健福祉手帳を諦渡し、又   

は貸与してはならない。  

3 都道腑県知事は、精神障零者保触福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の   

政令で定める状態がなくなったと認めるときは、その昔に対し精神障嶺者保健福祉手帳   

の返還を命ずることができる。  

4 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとす  
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るときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。  

5 前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。  

第二節 相談指樽等   

（正しい知識の普及）  

第四十六灸 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報   
活動等を通じて、精神障琶者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する   

地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。   
（相談指導等）  

第凶十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「都道府県等」という。）   

は、必要に応じて、次粂第一・項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府   

県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長（以下「都道府県知事等」とい   

う。）が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及び   

その家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。  

2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の   

状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。  

3 精神保健福祉センター及び保他所は、精神障眉者の福祉に関する相談及び指導を行う   

に当たっては、福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉   

に関する事務所をいう。）その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければな   

らない。  

4 市町村（保健所を設置する市及び特別区を除く。次項において同じ。）は、第一項及   

び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に閲する事務に必要な協力をするとと   

もに、必要に応じて、精神障害者の福祉に閲し、精神障害者及びその家族等からの相談   

に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。  

5 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及   

びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならな   

い。   

（精神保健福祉相談員）  

第四卜八粂 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準   

ずる施設に、精神保触及び精神時事者の福祉にl娼する相談に応じ、並びに精神障害者及   

びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員（次項において「精神保健福祉相   

談員」という。）を置くことができる。  

2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちか   

ら、都道府県知事又は市町村長が任命する。   
（事業の利用の調整等）  

第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあ   

ったときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会   

経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、   

当該棉神障劣者が最も適切な障害福祉サービス事業又は精神障害者社会適応訓練事業（   

以下「陪審福祉サービス群巣等」という。）の利用ができるよう、相談に応じ、必要な   

助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を障害者自立支援法第  

五条第十七頓に規定する相談支援事業を行う者に委託することができる。  

2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあった場合には、必要に応じて  

、障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応   

じて、障害福祉サービス事業等を行う者に対し、当苦亥精神障半音の利用についての要硝   

を行うものとする。  

3 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整及び空堀引こ関し、その設   

置する保健所による技術的事項についての臨力その他市町村に対する必要な援助及び市   

町村相互間の連絡調整を行う。  

4 障害福祉サービス事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要吉削こ対し、でき   

る限り協力しなければならない。   

（精神障害者社会適応訓練事業）  

第五十粂 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を   

図るため、精神障害者社会適応訓練事業（通常の事業所に雇用されることがl乱雑な精神   

障害者を精神障劣者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を   

与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。  

）を行うことができる。   

（国の補助）  

第五十一条 国は、予算の範園内において、都道府県に対し、都道府県が行う精神障審者   

社会適応訓練事業に要する費用の一部を補助することができる。  

第七草 精神障害者社会復帰促進センター   

（指定等）  

第五十一条の二 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指   

導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的   

として設立された民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人であって、次   

粂に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると経められるものを、そのq絹削こ   

より、全国を通じて一個に限り、栴神階亭者社会復帰促進センター（以下「センターJ   

という。）として指定することができる。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事   

務所の所在地を公示しなければならない。  

3 センターは、その名称、任所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか   

じめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  

4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示   

しなければならない。   

（業務）  

第五十一条の三 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。   

一 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活働及び広報活動を行うこと。   

二 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための  

訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。   

三 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進にl鯛する研究を行うこと。   

四 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規貰引こよる研究開発の成果又は  
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前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。   

五 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に閲し、当該事業に従事する   

者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。   

六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を  

行うこと。   

（センターへの協力）  

第五十・一一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者及び障害福祉   

サービス事業等を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号   

に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復   

帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料   

で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。   
（特定情報管理規程）  

第五十一条の五 センターは、第五十一条の三第二号及び第三号に掲げる業務に係る情報   

及び資料（以下この粂及び第五十一条の七において「特定情報」という。）の管理並び   

に使用に関する規程（以■ドニの条及び第五十一一条の七において「特定情報管理規程」と   

いう。）を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと   

するときも、同様とする。  

2 厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管型規程が特定情報の適正な管理又は使   

用を図る上で不適当となったと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程   

を変更すべきことを命ずることができる。  

3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。   

（秘密保持義務）  

第五卜一条の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの掛こあった者は、第五十一条   

の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。   

（解任命令）  

第五十一糸の七 厚生労働大臣は、センターの役員又は職員が第五十一条の五第一項の認   

可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行ったとき、   

又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきこ   

とを命ずることができる。   

（事業計画等）  

第五十一条の八 センターは、毎事業年度の事業計画蕃及び収支予算書を作成し、当該事   

業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとすると   

きも、同様とする。  

2 センターは、毎事業年度の事業報菅沓及び収支決算暮を作成し、当骸事業年度経過後   

三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。   

（報告及び検査）  

第五十一条の九 厚生労働大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保す   

るために必柴な限度において、センターに対し、必要と醒める事項の報告を求め、又は   

当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査   

させることができる。  

2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について   

準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十・一条の九第ト一   

項j と、同条第三項中 r第一項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と読み僚えるも   

のとする。   

（監督命令）  

第五十′－一条の十 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、セ   

ンターに対し、第五十一一条の三に規定する業務に関し、監督⊥必要な命令をすることが   

できる。   

（指定の取消し等）  

第五十一条の十一 厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、   

第五十一条の二第一一項の規定による掃定を取り消すことができる。   

一 策五十」粂の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら  

れるとき。   

二 指定に関し不正な行為があったとき。   

三 この草の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公ホしなけれ   

ばならない。  

第八草 雑則   

（審判の請求）  

第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障著者につき、その福祉を図るため特に必要が   

あると経めるときは、民法第七粂、第十一条、第十三粂第二項、第十五条第一項、節十   

七粂第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判   

の請求をすることができる。   

（大都市の特例）  

第五十一条の十二 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で   

定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一   

項の指定都市（以下「指定都市」という。）においては、政令の定めるところにより、   

指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中郡道府県に関   

する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。  

2 前項の規定により指定都市の長がした処分（地方自治法第二粂第九項窮一号に規定す   

る第一号牡定受託事務に係るものに限る。）に係る審査緒求についての都道府県知事の   

裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に射し再審査請求をすることができる。   

（事務の区分）  

第五十一条の十三 この法律（第一撃から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の   

七、第十九条のノし第十九条の九第一項、同条第二項（第三十三条の五において準用す   

る場合を含む。）、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十－・粂、第三十三条の四   

第一項及び第六項並びに第六奉を除く。）の規定により都道府県が処理することとされ   

ている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（次項及   

び第三項において「第一号法定受託事務」という。）とする。  

2 この法律（第六草第二節を除く。）の規定により伽健所を設置する市又は特別t亘が処  
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理することとされている事務（保健所長に係るものに限る。）は、第一号法定受託事務   

とする。  

3 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託   

事務とする。   

（権限の委任）  

第五卜一条の十四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると   

ころにより、地方厚生局長に委任することができる。  

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところに   

より、地方厚生支局長に委任することができる。   

（経過措置）  

第五十川粂の十五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては  

、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所   

要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

第九帝 罰則  

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金   

に処する。   

一 第三十八条の三第四項の規定による命令に違反した者   

二 第三十八粂の五節五項の規定による退院の命令に違反した者   

三 第三十八粂の七第二項の規定による命令に違反した者   

四 第三十八粂の七第四項の規定による命令に違反した者  

第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査   

会の委員、第二十二条の四第四項、第三十三粂第四項若しくは第三十三条の四第二項の   

規定により診察を行った特定医師若しくは第四十七粂第一項の規定により都道府県知事   

等が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律の規定に基づく職務の執行に  

1姻して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万   

円以下の罰金に処する。  

2 精神病院の職員又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者   

の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも  

、前項と同様とする。  

第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下   

の罰金に処する。  

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰   

金に処する。   

一 策十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者   

二 虚偽の事実を記載して第二十三粂第一項の申請をした者  

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。   

一 第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又  

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者   

二 第二十七粂第一項又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

又は同条第四境の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者  

三 第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同   

条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨  

げた者   

四 第三十八粂の三第三項（同条第六項において準用する場合を含む。以下この号にお   

いて同じ。）の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条   

第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の   

規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者   

五 第三十八条の五第四項の規定による報告者しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告  

をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同   

項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし  

た者   

六 第三十八粂の六第一項の規定による報告若しくは提出者しくは提示をせず、若しく   

は虚偽の報告をし、同項の規定による検査者しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避  

し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽  

の答弁をした者   

七 第三十八粂の六第二項の規定による報告者しくは提出者しくは擦示をせず、又は虚  

偽の報告をした精神病院の管理者   

八 第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同  

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

第五十六粂 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その   

法人又は人の業務に関して第五十二粂、第五十四条第一号又は前条の違反行為をしたと   

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。  

第五十七粂 次の各署のいずれかに該当する者は、十万円以‾Fの過料に処する。   

－ 第十九条の四の二（第二十二条の四第五項、第三十三粂第五項及び第三十三粂の四  

第三頓において準用する場合を含む。）の規定に連反した者   

二 第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者   

三 第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等  

に記磯すべき事項を記織せず、若しくは虚偽の記職をし、又は正当な理由がないのに  

同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者   

四 第十九粂の六の十四の規定に連反して同条に規定する事項の記減をせず、若しくは  

虚偽の記職をし、又は帳簿を保存しなかった・肯   

五 第二十二条の四第七項の規定に遵反した者   

六 第三十三粂第七項の規定に違反した者   

七 第三十三粂の四第五項の規定に連反した者   

八 第三十八粂の二筋一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反し  

た者  
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